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 軽微な変更とは、単独水栓の取替え及び補
修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に
設置される給水用具の部品の取替え（配管を
伴わないものに限る。）となります。

氏 名

第免状交付番号

 給水装置の原形を変えない範囲の修繕工事に
ついては、本書による届出としますが、配管
経路に変更があるものやメーターの位置に変
更が生じる場合については、給水装置工事申
込書の届出が必要となります。

【 施工概要図 】

構造材質基準

適 合 確 認

 修繕工事後の給水装置の構造及び材質について、水道法施行令第５条の基準に適合して
いることを確認しました。

課長補佐課  長水道技術管理者

確 認 日
主任技術者

 給水装置に係る工事は、茨城県南水道企業団
の指定を受けている指定給水装置工事事業者
でなければ施工できません。

※

 法第16条の２第３項の国土交通省令で定める
給水装置の軽微な変更については届出不要で
す。
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